
秋 運 整 第 ５ 号 の ２

秋 運 輸 第 ８ 号 の ２

平成３０年４月２日

秋田県内旅客自動車運送事業者 各位

（協会等非加盟事業者）

秋 田 運 輸 支 局 長

（ 公 印 省 略 )

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について

標記について、東北運輸局自動車技術安全部長及び同局自動車交通部長より

別添（平成30年3月30日付け東自保第254号、東自旅一第834号、東自旅二第2934号、

東自監第382号、東自整第261号）のとおり通達があったので、了知願います。





別紙





新 旧
国自総第４４６号 国自総第４４６号
国自旅第１６１号 国自旅第１６１号
国自整第１４９号 国自整第１４９号

平成１４年 １月３０日 平成１４年 １月３０日
一部改正 国自総第１２０号 一部改正 国自総第１２０号

国自旅第 ４６号 国自旅第 ４６号
国自整第 ４７号 国自整第 ４７号

平成１４年 ６月２８日 平成１４年 ６月２８日
一部改正 国自総第２８６号 一部改正 国自総第２８６号

国自旅第１３２号 国自旅第１３２号
国自整第１１４号 国自整第１１４号

平成１４年１０月 １日 平成１４年１０月 １日
一部改正 国自総第５４０号 一部改正 国自総第５４０号

国自旅第２４３号 国自旅第２４３号
国自整第２２６号 国自整第２２６号

平成１５年 ３月３１日 平成１５年 ３月３１日
一部改正 国自総第５５３号 一部改正 国自総第５５３号

国自旅第２６３号 国自旅第２６３号
国自整第１８６号 国自整第１８６号

平成１６年 ３月２９日 平成１６年 ３月２９日
一部改正 国自総第３９２号 一部改正 国自総第３９２号

国自旅第１８５号 国自旅第１８５号
国自整第 ８３号 国自整第 ８３号

平成１７年１２月 ５日 平成１７年１２月 ５日
一部改正 国自総第３２９号 一部改正 国自総第３２９号

国自旅第１８７号 国自旅第１８７号
国自整第 ９５号 国自整第 ９５号

平成１８年 ９月２９日 平成１８年 ９月２９日
一部改正 国自総第５８７号 一部改正 国自総第５８７号

国自旅第３２８号 国自旅第３２８号
国自整第１７９号 国自整第１７９号

平成１９年 ３月３０日 平成１９年 ３月３０日
一部改正 国自安第 ２９号 一部改正 国自安第 ２９号

国自旅第 ８２号 国自旅第 ８２号
国自整第 ４２号 国自整第 ４２号

平成２０年 ６月１１日 平成２０年 ６月１１日
一部改正 国自安第 ５４号 一部改正 国自安第 ５４号

国自旅第１２０号 国自旅第１２０号

別添



国自整第 ４７号 国自整第 ４７号
平成２０年 ９月２８日 平成２０年 ９月２８日

一部改正 国自安第１１７号 一部改正 国自安第１１７号
国自旅第１９４号 国自旅第１９４号
国自整第 ９１号 国自整第 ９１号

平成２１年１１月２０日 平成２１年１１月２０日
一部改正 国自安第 ６号 一部改正 国自安第 ６号

国自旅第 ８号 国自旅第 ８号
国自整第 ６号 国自整第 ６号

平成２２年 ４月２８日 平成２２年 ４月２８日
一部改正 国自安第１７０号 一部改正 国自安第１７０号

国自旅第２４６号 国自旅第２４６号
国自整第１４５号 国自整第１４５号

平成２３年 ３月３１日 平成２３年 ３月３１日
一部改正 国自安第 ７６号 一部改正 国自安第 ７６号

国自旅第１６９号 国自旅第１６９号
国自整第１４７号 国自整第１４７号

平成２４年 ４月１６日 平成２４年 ４月１６日
一部改正 国自安第 ３４号 一部改正 国自安第 ３４号

国自旅第２０６号 国自旅第２０６号
国自整第 ５６号 国自整第 ５６号

平成２４年 ６月２９日 平成２４年 ６月２９日
一部改正 国自安第 ４８号 一部改正 国自安第 ４８号

国自旅第２２３号 国自旅第２２３号
国自整第 ７０号 国自整第 ７０号

平成２４年 ７月１８日 平成２４年 ７月１８日
一部改正 国自安第１０５号 一部改正 国自安第１０５号

国自旅第３３１号 国自旅第３３１号
国自整第１５８号 国自整第１５８号

平成２４年１１月２２日 平成２４年１１月２２日
一部改正 国自安第 １６号 一部改正 国自安第 １６号

国自旅第 １４号 国自旅第 １４号
国自整第 ２４号 国自整第 ２４号

平成２５年 ５月１５日 平成２５年 ５月１５日
一部改正 国自安第 ７０号 一部改正 国自安第 ７０号

国自旅第 ８２号 国自旅第 ８２号
国自整第 ８４号 国自整第 ８４号

平成２５年 ７月２６日 平成２５年 ７月２６日
一部改正 国自安第１２７号 一部改正 国自安第１２７号

国自旅第２０３号 国自旅第２０３号



国自整第１４８号 国自整第１４８号
平成２５年 ８月２３日 平成２５年 ８月２３日

一部改正 国自安第２０９号 一部改正 国自安第２０９号
国自旅第３４３号 国自旅第３４３号
国自整第２４３号 国自整第２４３号

平成２５年１２月１６日 平成２５年１２月１６日
一部改正 国自安第３１２号 一部改正 国自安第３１２号

国自旅第６２３号 国自旅第６２３号
国自整第３９８号 国自整第３９８号

平成２６年 ３月３１日 平成２６年 ３月３１日
一部改正 国自安第１５５号 一部改正 国自安第１５５号

国自旅第２２９号 国自旅第２２９号
国自整第２３９号 国自整第２３９号

平成２７年１１月９日 平成２７年１１月 ９日
一部改正 国自安第１１２号 一部改定 国自安第１１２号

国自旅第１５３号 国自旅第１５３号
国自整第１６１号 国自整第１６１号

平成２８年 ９月 ８日 平成２８年 ９月 ８日
一部改正 国自安第１６１号 一部改正 国自安第１６１号

国自旅第２３３号 国自旅第２３３号
国自整第２２５号 国自整第２２５号

平成２８年１１月１７日 平成２８年１１月１７日
一部改正 国自安第２６４号 一部改正 国自安第２６４号

国自旅第４０５号 国自旅第４０５号
国自整第３８０号 国自整第３８０号

平成２９年 ３月１７日 平成２９年 ３月１７日
一部改正 国自安第１１２号 一部改正 国自安第１１２号

国自旅第１６２号 国自旅第１６２号
国自整第１６９号 国自整第１６９号

平成２９年 ９月２９日 平成２９年 ９月２９日
一部改正 国自旅第２４１号 一部改正 国自旅第２４１号

平成２９年１２月２７日 平成２９年１２月２７日
最終改正 国自安第２６６号

国自旅第３３９号
国自整第３６１号

平成３０年 ３月３０日

各 地 方 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長 殿 各 地 方 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長 殿
関東・近畿運輸局自動車監査指導部長 殿 関東・近畿運輸局自動車監査指導部長 殿



各 地 方 運 輸 局 自 動 車 技 術 安 全 部 長 殿 各 地 方 運 輸 局 自 動 車 技 術 安 全 部 長 殿
沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長 殿 沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長 殿

自 動 車 局 安 全 政 策 課 長 自 動 車 局 安 全 政 策 課 長
自 動 車 局 旅 客 課 長 自 動 車 局 旅 客 課 長
自 動 車 局 整 備 課 長 自 動 車 局 整 備 課 長

旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について 旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について

第7条の2 運送引受書の交付 第7条の2 運送引受書の交付
(1)～(6) （略） (1)～(6) （略）
(7) 第１項の運送引受書の交付並びに第２項の運送引受書の写し及 (新設)
び第３項の運送の申込者に対して当該運送の引受けに際し手数料
又はこれに類するものを支払った場合におけるその額を記載した
書類の保存については、それぞれ国土交通省の所管する法令に係
る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利
用に関する法律施行規則第10条第１項及び第３条第１項の規定に
より、書面の交付に代えて電磁的記録の交付を、書面の保存に代
えて電磁的記録の保存を行うことができる。

第21条 過労防止等 第21条 過労防止等
(1) 勤務時間及び乗務時間(第1項) (1) 勤務時間及び乗務時間(第1項)
事業者が運転者（個人事業主、同居の親族及び法人の業務を執行 事業者が運転者の勤務時間及び乗務時間を定めるときの具体的
する役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職 基準は 「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づ、
権又は支配力を有する者を含む。以下「事業主等」という ）が き、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」。

。 （ 。 「 」運転する場合には、当該者を含む ）の勤務時間及び乗務時間を 平成13年国土交通省告示第1675号 以下 勤務時間等基準告示
定めるときの具体的基準は 「旅客自動車運送事業運輸規則第21 という ）のほか 「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従、 。 、
条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び 事する自動車運転者の特例について」(平成元年3月1日付け基発第
乗務時間に係る基準 （平成13年国土交通省告示第1675号。以下 92号）及び「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準につ」
「勤務時間等基準告示」という ）のほか 「一般乗用旅客自動 いて」(平成元年3月1日付け基発第93号）とする。。 、
車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の特例について」
(平成元年3月1日付け基発第92号）及び「自動車運転者の労働時
間等の改善のための基準について」(平成元年3月1日付け基発第9
3号）とする。なお、事業主等が運転者として選任される場合の
拘束時間は 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」、
（平成元年労働省告示第７号。以下「改善基準告示」という ）。
で定める労使協定の締結により延長することができる範囲を超え
ないものとすることとする。

(2)～(4)（略） (2)～(4)（略）



(5) 健康状態の把握及び疾病・疲労等のある乗務員の乗務禁止（第 (5) 健康状態の把握及び疾病・疲労等のある乗務員の乗務禁止（第5
5項） 項）
① 「健康状態の把握」とは、乗務員（事業主等が乗務する場合 ① 「健康状態の把握」とは、労働安全衛生法（昭和47年法律第57
には、当該者を含む ）が受診する労働安全衛生法（昭和47年 号)第66条第1項に基づく健康診断、同条第4項の指示を受けて行。
法律第57号)第66条第1項に定める健康診断及び同条第4項の指示 うべき健康診断、同条第5項ただし書きの場合において運転者が
を受けて行うべき健康診断を行うこと並びに同条第5項ただし書 受診する健康診断を行うことをいう。
きの場合において乗務員が受診する健康診断の受診結果を提出
させることをいう。
②(略) ②(略)

(6)～(7)（略） (6)～(7)（略）

第24条 点呼等 第24条 点呼等
(1) 乗務前、乗務途中及び乗務後の点呼等の実施（第1項から第3 (1) 乗務前、乗務途中及び乗務後の点呼等の実施（第1項から第3項
項まで） まで）
①・② （略） ①・② （略）
③ 「輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であ （新設）
ると認められる営業所」とは、次のいずれにも該当する旅客自
動車運送事業者の営業所をいう。なお、同一営業所で複数の旅
客自動車運送事業を行う場合には、国土交通大臣が定めた機器
による点呼を行うこととする事業ごとに、当該事業について次
のいずれにも該当するか否かを判断することとする。
(ⅰ) 開設されてから3年を経過していること。
(ⅱ) 過去3年間所属する旅客自動車運送事業の用に供する事業
用自動車の運転者が自らの責に帰する自動車事故報告規則
（ 。 「 」 。）昭和26年運輸省令第104号 以下 事故報告規則 という
第2条に規定する事故を発生させていないこと。

(ⅲ) 過去3年間自動車その他の輸送施設の使用の停止処分、事
業の停止処分又は警告を受けていないこと。

④ 「国土交通大臣が定めた機器」とは、営業所で管理する機器 （新設）
であってそのカメラ、モニター等によって、運行管理者等が運
転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労等の状況を随時確認でき、
かつ、当該機器により行おうとする点呼において、当該運転者
の酒気帯びの状況に関する測定結果を、自動的に記録及び保存
するとともに当該運行管理者等が当該測定結果を直ちに確認で
きるものをいう。

⑤ ③の営業所において④の機器を用い、営業所と当該営業所の
車庫間又は営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間で行う点呼 （新設）
（以下「旅客ＩＴ点呼」という ）は、以下に定めるところに。
より行うものとする。
(ⅰ) 旅客ＩＴ点呼の実施方法



ア 運行管理者等は 旅客ＩＴ点呼を行う営業所 以下 旅、 （ 「
客ＩＴ点呼実施営業所」という ）又は当該営業所の車。
庫において、当該営業所で管理する④の機器を使用し旅
客ＩＴ点呼を行うものとする。

イ 運転者は、旅客ＩＴ点呼実施営業所の車庫において、
当該営業所で管理する④の機器を使用し旅客ＩＴ点呼を
受けるものとする。

(ⅱ) 運輸支局長等への報告関係
ア 旅客ＩＴ点呼を実施しようとする事業者には、旅客Ｉ
Ｔ点呼実施営業所を管轄する運輸支局長、運輸監理部長

（ 「 」 。） 、又は陸運事務所長 以下 運輸支局長等 という に
旅客ＩＴ点呼実施予定日の原則10日前までに別紙1の報
告書を提出するよう指導すること。

イ 提出した報告書の記載内容を変更しようとする事業者
には、変更の実施に先立ち、当該営業所を管轄する運輸
支局長等に別紙2の報告書を提出するよう指導すること。

ウ 旅客ＩＴ点呼の実施を終了しようとする事業者には、
遅滞なく、当該営業所を管轄する運輸支局長等に別紙2の
報告書を提出するよう指導すること。

⑥ 補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当 ③ 補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当
該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点 該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼
呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならな を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。
い。

⑦ 「酒気帯びの有無」は、道路交通法施行令第44条の3に規定 ④ 「酒気帯びの有無」は、道路交通法施行令第44条の3に規定す
する血液中のアルコール濃度0.3ｍｇ／ℓ又は呼気中のアルコ る血液中のアルコール濃度0.3ｍｇ／ℓ又は呼気中のアルコール
ール濃度0.15ｍｇ／ℓ以上であるか否かを問わないものである 濃度0.15ｍｇ／ℓ以上であるか否かを問わないものである。。

⑧ 「夜間において長距離の運行を行う事業用自動車に乗務する ⑤ 「夜間において長距離の運行を行う事業用自動車に乗務する運
運転者」とは、運行指示書上、実車運行（旅客の乗車の有無に 転者」とは、運行指示書上、実車運行（旅客の乗車の有無に関わ
関わらず 旅客の乗車が可能として設定した区間の運行をいい らず、旅客の乗車が可能として設定した区間の運行をいい、回送、 、
回送運行は実車運行には含まない。以下同じ ）する区間の距 運行は実車運行には含まない。以下同じ ）する区間の距離が10。 。
離が100kmを超える夜間運行（実車運行を開始する時刻若しく 0kmを超える夜間運行（実車運行を開始する時刻若しくは実車運
は実車運行を終了する時刻が午前2時から午前4時までの間にあ 行を終了する時刻が午前2時から午前4時までの間にある運行又は
る運行又は当該時刻をまたぐ運行をいう ）を行う事業用自動 当該時刻をまたぐ運行をいう ）を行う事業用自動車に乗務する。 。
車に乗務する運転者をいい、交替運転者が当該事業用自動車に 運転者をいい、交替運転者が当該事業用自動車に添乗している場
添乗している場合は当該交替運転者を含む。 合は当該交替運転者を含む。

(2) (略) (2) (略)
(3) 乗務前、乗務後及び乗務途中の点呼等の記録等(第5項) (3) 乗務前、乗務後及び乗務途中の点呼等の記録等(第5項)

点呼の確実な励行を図るため、点呼を行った旨並びに報告及 点呼の確実な励行を図るため、点呼を行った旨及び報告又は指
び指示の内容を記録し、かつ、その記録の保存を1年間義務付け 示の内容を記録し、かつ、その記録の保存を1年間義務付けたもの



、 、 。たものであるが、点呼等の際には、次の事項について記録して であるが 点呼等の際には 次の事項について記録しておくこと
おくこと。また、点呼を行った旨並びに報告及び指示の内容の
記録、保存については 「運行記録計による記録等の電磁的方、
法による記録・保存の取扱いについて （平成10年3月31日付け」
自環第72号）により、書面による記録・保存に代えて電磁的方
法による記録・保存を行うことができる。
①～③(略) ①～③(略)

第25条 乗務記録 第25条 乗務記録
本条は、乗務員の乗務の実態を把握することを目的とするもの 本条は、乗務員の乗務の実態を把握することを目的とするもので

であることから、次の要領により乗務の記録を行い、過労防止等 あることから、次の要領により乗務の記録を行い、過労防止等乗
乗務の適正化の資料として十分活用するよう指導すること。 務の適正化の資料として十分活用するよう指導すること。
(1)～(6)(略) (1)～(6)(略)
(7) 乗務記録の記録・保存については 「運行記録計による記録 (新設)、
等の電磁的方法による記録・保存の取扱いについて」により、
書面による記録・保存に代えて電磁的方法による記録・保存を
行うことができる。

第26条 運行記録計による記録 第2 条 運行記録計による記録6
(1)～(4) (略) (1)～(4)(略)
(5) 運行記録計（国土交通大臣が行う型式の認定を受けたディジ (新設)
タル式運行記録計によるものに限る ）による記録・保存につ。
いては 「運行記録計による記録等の電磁的方法による記録・、
保存の取扱いについて」により、書面による記録・保存に代え
て電磁的方法による記録・保存を行うことができる。

第26条の2 事故の記録 第26条の2 事故の記録
(1)(略) (1)(略)
(2) 各号に掲げる項目の記録の内容については、事故報告規則別記 (2) 各号に掲げる項目の記録の内容については、自動車事故報告規
様式の記入等の取扱いに準ずること。このうち、第4号の「事故 則（昭和26年運輸省令第104号。以下「事故報告規則」という ）。
の発生場所」については、当該場所付近の地図に当該場所を表示 別記様式の記入等の取扱いに準ずること。このうち、第4号の「事
したものを添付することで足りる また 第6号の 事故の概要 故の発生場所」については、当該場所付近の地図に当該場所を表。 、 「 」

」、 。 、 「 」については、事故報告規則別記様式の「当時の状況 「事故の 示したものを添付することで足りる また 第6号の 事故の概要
種類 道路等の状況 当時の運行計画 及び 損害の程度 については、事故報告規則別記様式の「当時の状況 「事故の種」、「 」、「 」、 「 」 」、
に相当する事項を記録することで足りる。ただし、一般貸切旅客 類 「道路等の状況 「当時の運行計画 、及び「損害の程度」」、 」、 」
自動車運送事業者にあっては、第6号の「事故の概要」について に相当する事項を記録することで足りる。ただし、一般貸切旅客

「 、 「 」 、は、ドライブレコーダーの記録（ ドライブレコーダーにより記 自動車運送事業者にあっては 第6号の 事故の概要 については
録すべき情報及びドライブレコーダーの性能要件を定める告示」 ドライブレコーダーの記録（ ドライブレコーダーにより記録す「
（平成28年国土交通省告示第1346号）第2条第1項の記録をいう。 べき情報及びドライブレコーダーの性能要件を定める告示 （平」



以下同じ ）を含めることとし、第8号の「再発防止対策」を講 成28年国土交通省告示1346号）第2条第1項の記録をいう。以下同。
じるにあたっては、当該ドライブレコーダーの記録を利用しなけ じ ）を含めることとし、第8号の「再発防止対策」を講じるにあ。
ればならない。 たっては、当該ドライブレコーダーの記録を利用しなければなら

ない。

(3)(略) (3)(略)

第28条の2 運行指示書による指示等 第28条の2 運行指示書による指示等
(3) 運行指示書の作成・保存については、国土交通省の所管する （新設）
法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信
の技術の利用に関する法律施行規則第3条第1項及び第5条第1項
の規定により、書面の作成・保存に代えて運行指示書に係る電
磁的記録の作成・保存を行うことができる。

第36条 運転者の選任 第36条 運転者の選任
(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）
(3) (3)
① （略） ① （略）
② 監査における①の調査点検の結果、当該運転者の選任が本条 ② 監査における①の調査点検の結果、当該運転者の選任が本条
第1項の規定に違反していると認められる場合、その他道路運送 第1項の規定に違反していると認められる場合、その他道路運送
法令違反が認められる場合には、速やかに必要な改善措置を講 法令違反が認められる場合には、速やかに必要な改善措置を講
じさせるとともに、労働基準法、最低賃金法又は改善基準告示 じさせるとともに、労働基準法、最低賃金法又は「自動車運転
の重大な違反があると認める場合には 「自動車運転者の労働 者の労働時間等の改善のための基準 （平成元年労働省告示第7、 」
条件改善のための相互通報制度について （平成18年2月13日付 号）の重大な違反があると認める場合には 「自動車運転者の」 、
国自総第506号、国自旅第238号、国自貨第105号）に基づき関係 労働条件改善のための相互通報制度について （平成18年2月13」
労働基準監督機関に通報することとし、日常から必要に応じて 日付国自総第506号、国自旅第238号、国自貨第105号）に基づき
実態把握につき関係労働基準監督機関の協力を求める等同機関 関係労働基準監督機関に通報することとし、日常から必要に応
との連絡及び協力を密にするよう努めることが必要である。 じて実態把握につき関係労働基準監督機関の協力を求める等同

。機関との連絡及び協力を密にするよう努めることが必要である
(4) ～(6) （略） (4) ～(6) （略）

第37条 乗務員台帳及び乗務員証 第37条 乗務員台帳及び乗務員証
(1) 乗務員台帳の作成・記載（第1項） (1) 乗務員台帳の作成・記載（第1項）
⑧ 乗務員台帳の作成については、国土交通省の所管する法令に （新設）
係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
の利用に関する法律施行規則第5条第1項の規定により、書面の
作成に代えて乗務員台帳に係る電磁的記録の作成を行うことが
できる。

(2) 乗務員台帳の保存（第2項） (2) 乗務員台帳の保存（第2項）



運転者でなくなった者に係る乗務員台帳は、3年間の保存が必 運転者でなくなった者に係る乗務員台帳は、3年間の保存が必要
要であるが、運転者でなくなった年月日及び理由の記載は朱書き であるが、運転者でなくなった年月日及び理由の記載は朱書きと
とすることが望ましい。また、国土交通省の所管する法令に係る することが望ましい。
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用
に関する法律施行規則第3条第1項の規定により、書面の保存に代
えて乗務員台帳に係る電磁的記録の保存を行うことができる。

第47条の2 安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者の事業の規 第47条の2 安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者の事業の規
模 模

本条は、法第22条の2に基づく安全管理規程の設定等の義務付け 本条は、法第22条の2に基づく安全管理規程の設定等の義務付け
が除外される旅客自動車運送事業者の事業の規模を、事業の種別 が除外される旅客自動車運送事業者の事業の規模を、事業の種別
に応じて規定したものである。 に応じて規定したものである。
法第22条の2及び本条により、安全管理規程の設定等が義務付け 法第22条の2及び本条により、安全管理規程の設定等が義務付け
られる旅客自動車運送事業者の規模は、事業の種別に応じて次の られる旅客自動車運送事業者の規模は、事業の種別に応じて次の
表に掲げるとおりである。 表に掲げるとおりである。

事業の種別 管理規程の設置等が義務付け 事業の種別 管理規程の設置等が義務付け安全 安全
られる者 られる者

一般乗合旅客自動車運送事業 法 全ての者 一般乗合旅客自動車運送事業（法 全ての者（
第35条第1項の規定による一般貸 第35条第1項の規定による一般貸
切旅客自動車運送事業者に対す 切旅客自動車運送事業者に対す
る管理の委託に係る許可を受け る管理の委託に係る許可を受け
ている者に限る ） ている者に限る ）。 。

一般乗合旅客自動車運送事業（上 一般乗合旅客自動車運送事業及び 一般乗合旅客自動車運送事業（上 一般乗合旅客自動車運送事業及び
記のものを除く ） 特定旅客自動車運送事業の用に供 記のものを除く ） 特定旅客自動車運送事業の用に供。 。

す す
事業用自動車を200両以上有する者 事業用自動車を200両以上有する者

一般貸切旅客自動車運送事業 全ての者 一般貸切旅客自動車運送事業 全ての者

特定旅客自動車運送事業 一般乗合旅客自動車運送事業及び 特定旅客自動車運送事業 一般乗合旅客自動車運送事業及び
定旅客自動車運送事業の用に供す 定旅客自動車運送事業の用に供す
事業用自動車を200両以上有する者 事業用自動車を200両以上有する者

一般乗用旅客自動車運送事業 一般乗用旅客自動車運送事業の用 一般乗用旅客自動車運送事業 一般乗用旅客自動車運送事業の用
に供する事業用自動車を200両以上 に供する事業用自動車を300両以上
有する者 有する者



なお、同一事業者で複数の事業の事業用自動車を有する場合であ なお、同一事業者で複数の事業の事業用自動車を有する場合であ
って、表各項のいずれかに該当する者は、安全管理規程の設定等が って、表各項のいずれかに該当する者は、安全管理規程の設定等が
義務付られることとなる。 義務付られることとなる。

附 則
改正後の通達は、平成30年３月30から施行する。ただし、第47条の2の改正規定は平成30年4月1日から施行する。



別 紙 １

旅客ＩＴ点呼に係る報告書

（新規）

平成 年 月 日

○○運輸局 ○○運輸支局長 殿

住 所

氏名又は名称

代表者氏名 印

（連絡先） 担当者 電話番号

ＩＴ機器を用いた点呼を下記営業所と当該営業所の車庫間で行いたいので関係書類を添

えて報告します。

記

（該当するものひとつに○をつけること）１．旅客ＩＴ点呼を行う旅客自動車運送事業の種類

一般乗合 ・ 一般貸切 ・ 一般乗用 ・ 特定旅客

２．旅客ＩＴ点呼を行う営業所・車庫

営業所・車庫名称 旅客ＩＴ点呼の実施位置 使用するＩＴ機器の名称

３．旅客ＩＴ点呼開始予定日 平成 年 月 日

４．添付書類 ＩＴ機器のパンフレット等、性能が分かる書面

（次の項目に該当する場合は、□にチェック（✓）を記入すること）５．宣誓事項

□ 旅客ＩＴ点呼を行う施設は、都市計画法等関係法令の規定に抵触せず、かつ、同施設の使用権原

を有するものである。



別 紙 ２

旅客ＩＴ点呼に係る報告書

（変更・終了）

平成 年 月 日

○○運輸局 ○○運輸支局長 殿

住 所

氏名又は名称

代表者氏名 印

（連絡先） 担当者 電話番号

ＩＴ機器を用いた点呼を下記のとおり（変更・終了）したいので報告します。

記

（該当するものひとつに○をつけること）１．変更又は終了する旅客自動車運送事業の種類

一般乗合 ・ 一般貸切 ・ 一般乗用 ・ 特定旅客

２．変更又は終了する営業所・車庫

営業所・車 旅客ＩＴ点呼の実施位置 終了の場合「終了」 使用するＩＴ機器の名称

庫名称

３．変更又は終了年月日 平成 年 月 日

４．添付書類

追加、変更されるＩＴ機器のパンフレット等、性能が分かる書面

（次の項目に該当する場合は、□にチェック（✓）を記入）５．宣誓事項

□ 旅客ＩＴ点呼を行う施設は、都市計画法等関係法令の規定に抵触せず、かつ、同施設の使用権原

を有するものである。



【別 添】

国自安第２６６号の２

国自旅第３３９号の２

国自整第３６１号の２

平成３０年３月３０日

公 益 社 団 法 人 日 本 バ ス 協 会 会 長 殿

一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会会長 殿

一般社団法人全国個人タクシー協会会長 殿

一般財団法人全国福祉輸送サービス協会会長 殿

国 土 交 通 省

自 動 車 局 安 全 政 策 課 長

自 動 車 局 旅 客 課 長

自 動 車 局 整 備 課 長

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について

標記について、本日付けで、別添のとおり各地方運輸局（関東・近畿を除く）自動

車交通部長、関東・近畿運輸局自動車監査指導部長、各地方運輸局自動車技術安全部

長及び沖縄総合事務局運輸部長あて通達したので、貴協会（貴連合会）においてもそ

の趣旨を了知されるとともに、傘下会員に対し周知されたい。


